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第１章　譲渡所得
第１　譲渡所得の範囲
〇譲渡所得の意義
〇譲渡の意義
〇資産の譲渡で所得税が課税されない場合
〇強制換価手続により資産を譲渡した場合
〇資産の譲渡による所得であっても譲渡所得と
ならない場合

〇いわゆる居抜きで借店舗を譲渡した場合の所
得区分

〇共有地の分割
〇合筆をした場合の課税関係
〇譲渡担保に係る資産の移転
〇財産分与による資産の移転
〇代償分割による資産の移転
〇遺留分侵害額請求に基づく金銭の支払に代え
て行う資産の移転

など
第２　譲渡所得の計算
〇譲渡所得の総合課税と分離課税
〇長期譲渡所得と短期譲渡所得
〇収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例を受けて取得した資産の「取得の日」

〇総合課税による譲渡所得の計算方法
〇分離課税の対象となる資産の所有期間の判定
〇分離課税による譲渡所得の計算方法
〇優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
（特例の適用）
〇優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
（特例の適用を受けるための更正の請求）
〇優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
（代替地提供者に対する特例の適用）
〇優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
（土地開発公社に対する収用等の対償地の譲
渡）

など
第３　借地権の設定
〇借地権等の設定の対価を受け取った場合
〇借地権の設定に伴い権利金に代えて有利な条
件で金銭の貸付けを受けた場合

〇借地権の存続期間の更新の対価等
〇譲渡所得となる借地権などの設定の場合の取
得費
第４　有価証券の譲渡
〇有価証券の譲渡（課税制度の概要）
〇有価証券の譲渡（平成15年分以後の株式譲渡
益課税）

〇有価証券の譲渡（申告分離課税制度）
〇有価証券の譲渡（株式等に係る譲渡所得等の
金額の計算）

〇有価証券の譲渡（株式等の取得価額の計算方
法）

〇有価証券の譲渡（株式等の取得に要した借入
金の利子）

〇有価証券の譲渡（株式等の譲渡に係る所得金
額の計算上損失が生じた場合）

〇有価証券の譲渡（上場株式等の譲渡損失の損
益通算）

など
第５　譲渡損失など
〇譲渡所得の損益通算
〇譲渡所得の損益通算及び繰越控除
〇ゴルフの会員権と別荘の譲渡損失
〇ゴルフ会員権に係る預託金の返還請求により
生じた損失

〇生活に通常必要でない資産の災害、盗難、横領
による損失
第６　収用等の場合の課税の特例
〇収用等の場合の課税の特例の概要
〇収用等の場合の代替資産（同種の資産の取得）
〇収用等の場合の代替資産（同一の効用を有す

る資産の取得）
〇収用等の場合の代替資産（事業用資産の取得）
〇5000万円の特別控除の特例の適用条件
〇同一事業用地の買取りが２年にわたる場合
〇買取り等の申出のあった日の判定
〇生計を一にする親族の事業の用に供している
資産の収用等の特例の適用
〇いわゆる一組法による代替資産の取得
〇相続人が代替資産を取得した場合
〇代替資産の取得が翌年以降になる場合

など
第７　特定事業の用地買収などの場合の

課税の特例
〇特定土地区画整理事業等のために土地等を譲
渡した場合の2000万円の特別控除の特例
〇2000万円の特別控除の特例と特定の事業用
資産の買換えの特例の適用
〇土地区画整理組合が行う土地区画整理事業の
ために土地等を譲渡した場合
〇特定事業の用地買収等の場合の特別控除と家
屋の移転補償金
〇土地区画整理事業の施行地区内における共同
住宅用地の買取り
〇特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡
した場合の1500万円の特別控除の特例

など
第８　居住用財産を譲渡した場合の課税

の特例
〇居住用財産を譲渡した場合の特例の相違点
〇居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特
別控除の特例の概要
〇単身赴任のサラリーマンが自宅を譲渡した場合
〇生計を一にする親族が居住している家屋を譲
渡した場合
〇転居後、相当期間貸し付けている住宅を譲渡
した場合
〇居住用財産の譲渡後もその住居に引き続き居
住を継続する場合
〇居住用家屋を取り壊して更地として譲渡した
場合

など
第８の２　特定の居住用財産を買い換え

た場合の課税の特例
〇特定の居住用財産を買い換えた場合の長期譲
渡所得の課税の特例の概要
〇家屋とその敷地の所有期間が異なる場合
〇居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異
なる場合
〇譲渡に係る対価の額が１億円を超えるかどう
かの判定
〇買い換えた住宅に扶養親族のみが居住する場合
〇買換資産の床面積の判定
〇買換資産の改良等

など
第９　特定の土地等の長期譲渡所得の特

別控除
〇特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合
の長期譲渡所得の特別控除
〇低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所
得の特別控除
第10　特別控除の限度額
〇譲渡所得の特別控除額の累積限度額
第11　特定の事業用資産の買換えの場合

などの課税の特例
〇譲渡資産と買換資産との組合せ
〇買換資産の取得期限
〇特定事業用資産の買換えの特例の適用の取り
やめ
〇事業に準ずるものの範囲
〇買い換えた土地の面積制限
〇土地区画整理事業施行地区内の土地等を譲渡
した場合の事業用の判定
〇既成市街地等内から既成市街地等外への買換え
〇買換資産が共有である場合の300平方メート
ル以上かどうかの判定

など

第12　既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための
買換え及び交換の場合の譲渡所得
の課税の特例

〇既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共
同住宅の建設のための買換え

〇既成市街地等内にある自己の所有地にマンシ
ョンを建築して分譲した場合

〇容積率の異なる地域にまたがる一団の土地の
上に２棟の中高層耐火共同住宅が建築される
場合

〇特定民間再開発事業のために土地等を譲渡し
た場合

〇特定民間再開発事業の施行地外に転出する場
合の居住用財産に係る軽減税率の特例の適用
第13　固定資産の交換の場合の課税の特

例
〇固定資産の交換とその適用要件
〇用途の異なる資産の交換
〇青空駐車場の用地と宅地の交換
〇相互に借地権を設定し合った場合の交換の特
例の適用

〇土地については交換契約を建物については売
買契約を締結した場合

〇土地は交換により譲渡し、建物は売買によっ
て譲渡した場合

〇共有者の一方は交換とし、他方は売買とした
場合

〇交換の相手方が交換のために取得したもので
あるか否かの判定

〇交換差金に対する課税
〇複数の固定資産を交換した場合の交換の特例

など
第13の２　国外転出をする場合の譲渡所

得等の特例
〇国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の概要
〇国外転出をする場合の譲渡所得等の納税猶予
〇国外転出をする場合の譲渡所得等の納税猶予
税額の計算

〇贈与等により非居住者に資産が移転した場合
の譲渡所得等の特例
第14　特定の交換分合により土地等を取

得した場合の課税の特例
〇農住組合法の規定による交換分合の場合
第15　その他の課税の特例
〇保証債務を履行するための資産の譲渡
〇連帯保証人に対する求償権
〇事業遂行上における保証債務の履行
〇組合員でない他人のために農協から借り入れ
た債務（員外貸付）の弁済

〇債務を保証する際既に債務者が資力を喪失し
ている場合

〇相続人が履行した保証債務
〇他からの借入金で保証債務を履行した後に資
産の譲渡をした場合

〇子供の債務を弁済した場合
〇保証債務の履行による所得金額の計算方法
〇二以上の資産を譲渡した場合の回収不能額の
各資産への配分

〇申告後に譲渡代金が回収不能となった場合
など

第16　その他
〇国外財産調書制度（国外財産調書の提出）
〇国外財産調書制度（国外財産に係る過少申告
加算税等の特例）

〇国外証券移管等調書制度
〇国外電子決済手段移転等調書制度
〇電子申告制度
〇マイナンバー制度
〇財産債務調書制度

第２章　山林所得
第１　山林所得の範囲
〇山林所得の意義

〇松林の枝を払って譲渡した場合
〇山林所得の申告年分
〇山林の取得の日と所有期間の判定
〇土地付で山林を譲渡した場合
〇土地付で山林を交換した場合
〇自己が育成した山林を伐採し製材して販売す
る場合の所得区分

〇立木を家事消費した場合の課税関係
〇分収造林契約の山林を伐採又は譲渡した場合
の収益
第２　山林所得の計算
〇山林所得の計算
〇山林所得の必要経費
〇林地賦課金、立木賦課金の取扱い
〇間伐した山林に係る必要経費
〇災害復旧費と概算経費控除率との関係
〇事業専従者控除
第３　山林所得の課税の特例
〇森林計画特別控除の特例(１）
〇森林計画特別控除の特例(２）
〇山林について収用があった場合
〇保証債務の履行による山林の譲渡
〇山林の災害損失
〇消費税の課税に伴う山林所得の取扱い
〇山林所得者の記帳義務

第３章　相続税
〇事業承継税制の創設
〇事業承継税制の特例措置
第１　総　則
〇相続税の納税義務者
〇非居住無制限納税義務者
〇納税義務者の判定
〇財産の所在
〇退職金のほか功労金、弔慰金が支給された場合
〇個人とみなされる納税義務者
〇特定の一般社団法人等に対する課税
〇相続税の課税原因
〇相続税の課税財産
〇相続開始時点で売買契約中であった不動産に
係る相続税の課税

〇財産取得の時期
第２　相続又は遺贈により取得したもの

とみなす場合
〇みなす相続（遺贈）財産の概要
〇生命保険契約及び損害保険契約の範囲
〇被相続人の死亡により受け取った保険金
〇生命保険金（保険金受取人を相続人と指定し
ている場合）

〇生命保険金（保険契約者が受取人の再指定を
しないまま死亡した場合）

〇交通事故で死亡したことにより支払を受けた
損害賠償金

〇保険金受取人の実質判定
〇生命保険金が年金として支払われる場合
〇契約者貸付金及び剰余金がある場合の保険金
の取扱い

〇雇用主が保険料を負担していた生命保険契約
に基づく保険金を受け取った場合

〇退職金の支給を受けた人の判定
〇被相続人の死亡後３年以内に支給額が確定し
た退職手当金

〇年金で支払を受ける退職手当金
〇退職手当金等に該当しないもの
〇業務上死亡の場合
〇被相続人が保険料を負担していた生命保険契
約で保険事故が発生していない場合

〇養育年金付こども保険の保険契約者が死亡し
た場合の相続税の課税関係

〇相続人が不存在のため特別縁故者が相続財産
の分与を受けた場合

〇遺産分割協議による分割と分割のやり直し
〇贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた
場合においてその農地等の贈与者が死亡した
ときの相続税
第３　相続税の計算

〇相続税の計算の仕組み
〇遺産の分割が行われていない場合の相続税の
課税価格

〇相続税の非課税財産
〇相続税の非課税財産（庭内神し）
〇保険金の非課税金額
〇養子がある場合の保険金の非課税金額の計算
〇退職金の非課税金額
〇小規模企業共済掛金を相続人が承継通算した
場合の相続税の課税

〇遺留分侵害額請求があった場合の相続税の計算
〇相続又は遺贈により取得した財産を国等に贈
与した場合の相続税の特例

〇相続財産を譲渡した代金を国等に寄附した場合
〇特定公益信託の信託財産とするために金銭を
支出した場合の相続税の特例

〇相続財産を特定非営利活動法人に贈与した場
合の相続税の特例

〇小規模宅地等の課税価格の特例（平成22年税
制改正）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（平成25年税
制改正）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（平成30年税
制改正）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（令和元年税
制改正）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（特例の概要）
〇小規模宅地等の課税価格の特例（未分割の場
合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（小規模宅地
等の範囲）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（贈与税の配
偶者控除との関連）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（二以上の者
が取得した場合の特定事業用宅地等の範囲）

〇相続開始直前において賃貸借が開始されてい
ない建物の敷地に係る小規模宅地等の特例

〇小規模宅地等の課税価格の特例（被相続人が
旅館を経営していた場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（不動産貸付
業等の規模と特定事業用宅地等）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（相続開始前
３年以内の新たな貸付事業用宅地等）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（市街地再開
発事業により中断した貸付事業を相続開始前
３年以内に再開した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（利用状況の
異なる宅地等における特定事業用宅地等の範
囲）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（共同住宅の
一部が空室となっていた場合の計算）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（申告期限ま
でに転業があった場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（宅地等を取
得した親族が申告期限までに死亡した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（災害により
事業が休業中の場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（被相続人の
事業の承継の意義）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（申告期限ま
でに事業用宅地等の一部の譲渡があった場
合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（相続開始後
申告期限までに貸家を建て替えた場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（区分所有建
物の登記がされていない１棟の建物の敷地）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（区分所有建
物の登記がされている１棟の建物の敷地）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（区分所有建
物の登記がされていない１棟の建物の敷地を
一定の親族が取得した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（親族の配偶
者等の所有する家屋の意義）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（二以上の者
が取得した場合の特定居住用宅地等の範囲）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（居住の用に

供されていた宅地等が二以上ある場合）
〇小規模宅地等の課税価格の特例（配偶者居住
権）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（配偶者居住
権者の相続）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（庭先部分を
相続した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（被相続人の
居住用宅地等を相続した同居の長男が申告期
限前に単身赴任した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（代償分割を
行った場合の代償財産の価額）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（老人ホーム
への入所により空家となっていた建物の敷
地）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（老人ホーム
に入所していた被相続人が要介護認定の申請
中に死亡した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（特定同族会
社事業用宅地等と貸付事業用宅地等が混在す
る場合の計算）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（老人ホーム
に入居中に自宅を相続した場合）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（郵便局舎の
敷地の用に供されている宅地等）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（遺留分侵害
額請求に伴い取得した宅地）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（遺留分侵害
額に相当する価額）

〇小規模宅地等の課税価格の特例（相続開始の
年に被相続人から宅地の贈与を受けていた場
合）

など
第4    申告及び納税
第５　農地等の納税猶予
第５の２　山林についての納税猶予
第５の３　非上場株式等の納税猶予
第５の４　医療法人の持分についての納

税猶予
第５の５　特定の美術品についての納税

猶予
第５の６　個人の事業用資産についての

納税猶予
第６　延納及び物納
第７　相続時精算課税

第４章　贈与税

第５章　財産の評価

第５章の１　地価税

第６章　登録免許税

事項索引
〇事項索引

※第１章～第３章第３の細目次を掲載し、第
３章第４～第６章は省略してあります。ま
た、内容を一部変更することがありますの
で、ご了承ください。
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